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別紙 

令和6年度 石川地方最低賃金審議会 

石川県特定最低賃金専門部会 第2回百貨店部会 議事録 

 

令和6年10月21日（月） 

15時28分~17時15分 

金沢駅西合同庁舎2階 共用第2会議室 

 

【木村部会長】 

 

 

 

【事務局】補佐 

 

 

 

 

 

【木村部会長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは定刻より少し早いですがみなさんお揃いですので 、第 2 回百

貨店部会を開会したいと思います。  

部会の成立状況について報告お願いします。  

 

本日は、全委員のご出席をいただいております。  

現在、９名中 9 名のご出席で、最低賃金審議会令 第 6 条第 6 項に定

める定足数である全委員の３分の２以上、又は公労使各側委員の３分の

１以上を充たしていますので、本日の部会は有効に成立していることを

ご報告申し上げます。  

 

議事に入る前に、本日の議事録確認者を指名したいと思います。  

公益委員側は私木村が行います。労働者側は酒井委員、使用者側は橋

本委員お願いします。  

それでは議事に入ります。  

まず、前回の部会での労使各側の発言内容を確認しておきます。  

労働者側の発言としては、業界として妥当な金額を話し合っていきた

い、また、今後の特賃の在り方についても考える必要があるのではない

か、とのご主張であったかと思います。  

使用者側の発言としましては、他業種の状況も参考にしながら、継続

的な賃上げができる健全な金額を考え、落ち着くべきところに落ち着き

たい。また、円満に、全会一致を目指したい、とのご主張であったかと

思います。     
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【事務局】補佐 

 

 

【木村部会長】 

 

 

 

 

 

【木村部会長】 

 

 

以上が労使各側のご意見の概要で、双方、具体的な金額の提示はござ

いませんでしたが、労使双方の委員の皆さんとも全会一致を目指した審

議を進めていくことを基本姿勢として、ご努力いただいていると確信し

ております。  

10 月 28 日月曜日には予備日として３回目の審議も予定していますふ

が、本日の審議において、全会一致での結審に至ることができるご議論

をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。  

それでは、本日も前回に引き続きまして金額等について、労使双方か

ら個別にご意見をお伺いしたいと思いますが、その前に、この場で何か

ご発言がありましたら、お聞きしたいと思います。  

まず労働者側委員の方からご意見をお伺いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。  

使用者側委員の方のご意見をお伺いしますが、いかがですか。よろし

いでしょうか。  

それでは、ここで部会を一旦休憩しまして、それぞれ個別にご意見を

お聞きしたいと思います。事務局は、控室についてご案内をお願いしま

す。  

 

労働者側の控室は、２階 第４会議室を、使用者側の控室は、2 階第３

会議室をご用意しております。  

 

それでは、控室へご移動をお願いします。  

 

 

  （公労・公使折衝）  

 

 

それでは部会を再開します。  

本日は労使双方から金額についてご意見をお聞きしました。  

双方の主張内容について確認したいと思います。  
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【事務局】補佐 

 

 

 

 

【木村部会長】 

 

 

 

まず労側は、ゼンセン調べの流通パート部門の賃上げが 6.01%でこれ

を元に計算すると、1,007 円のところ、協約の制限があるので 1,000 円

ということを伺っております。使側からは現状ほかの産業の基幹産業と

しての他の産業の最低賃金の動向ももう少し見定めたいということで本

日のところは、具体的な数字は示されていないという状況にあります。  

ということですので、まだ両者に隔たりがございますので、本部会で

は合意に至らないと判断いたしております。本日はこれで終了いたしま

して、予備日としております第 3 回部会を開催することで合意に向けて

お話合いを進めたいと思います。次回第 3 回部会でも、公益側としまし

てもできる限りの調整に努めたいと考えておりますので、ぜひとも全会

一致の結審に向けてのご協力を重ねてお願いいたします。   

その他何かありますでしょうか。ないようでしたら次回の案内を事務

局からお願いします。  

 

次回、第３回百貨店部会は、10 月 28 日月曜日午後 3 時 30 分から、

金沢駅西合同庁舎２階会議室で開催します。  

なお、当日所用により欠席される場合は、事前に事務局あて、ご連絡

いただきますようお願いいたします。  

 

これで、本日の百貨店部会を終わります。  

 

 

 

 


